
No.4 親権について（令和 3年 4月受付） 

内容   今親権のことで調停中です。 

 たくさんの弁護士さんにも相談しましたが不安です。 

回答 お手紙の内容から、親権の問題で心を深く痛められていることとお察

しします。 

たくさんの弁護士に相談されているとのことですので、引き続き法律

の専門家である弁護士からアドアイスをいただくことが最善と考えま

す。 

しかし、町としましては不安や悩み事が続くことにより、ご自身やお

子さまの心身に支障をきたすことを危惧しておりますので、どのような

ことでも結構ですので御相談ください。御相談いただくことで少しでも

不安を取り除くお手伝いが出来ればと考えています。 

 


